
建築計画が景観形成基準に適合しているか事前に協議・確認を行います。

景観法第１６条の規定に基づく届出です。

必要書類：亀岡市景観計画区域内における行為届出書

（正・副　各一部）

届出書受付：行為着手の３０日前

審　　査

指導・助言

修正

勧告

公表

景観計画基準に適合するよう計画を行ってください。

対　象：建築面積１，０００平方メートル超、または高さ１３メートル超の建築物

※対象以外の建築物については、任意ですができる限り事前協議をお願いします。

必要書類：亀岡市景観事前協議書（正・副　各一部）

事前協議書受付：随時受付

行為制限の適合通知書により

通知します。

届出の手続フローは次の通りです。

必要書類：亀岡市景観計画区域内に

おける行為完了届出書

申請手続き①　：　事　前　協　議

構想・計画　事前相談等

申請手続き②　：　景観法届出（本申請）

適　合

行為の着手

行為の完了

（事前協議完了）

建築確認申請事前協議

景観計画区域内における届出手続きのフロー

不適合

未修正


